












Ⅲ.むすび 

最後に,われわれの研究班の二期,6 ヵ年間に亘る研究成果をつぎの 2 点に集約することが

出来ると考える。 

1)神奈川,大阪,鳥取の3府県における各年の出生数の50%～60%を超える数を対象母集団と

して新生児並びに在胎満 24 週以後の死産児の外表奇形調査を継続した結果,その集団属性

はそれぞれの府県の人口動態統計数値によく一致することが認められ,population base の

モニタリング方式の基本的な一つの形を作り上げることが出来た。 

2)この調査期間における多数の調査成績を基として,表 3,4,5 に示した通り,各マーカー奇

形毎のベースライン値を設定することが出来,この数値は今後,当該府県における標準値と

して使用しうるものと考える。 


